
 
 
 
 
 
 
 
 
  日田市監査委員告示第 ２ 号 
 
 
 
 
 
  地方自治法第１９９条第１４項の規定により、定期監査の結果に対する 

 
措置について次のとおり公表する。 

  
 
 
 
  
 監 査 対 象 ： こども未来課 
  
 措置の内容 ： 別紙のとおり 
 
 
 
 
 
 
 
            令和８年１月２９日 
 
              日田市監査委員  小 ケ 内  聡 行 
 
                 同     梶 原 信 幸 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○写  





定期監査結果に基づく措置の状況について 

監査の結果 措置の内容 

【こども未来課】 

 

〇施設管理について 

日田市有財産規則第 18条に、課長等は、その

管理する市有財産につき常にその現況を把握し、

市有財産の維持、保持及び使用の適否について注

意しなければならないと規定されている。 

こども未来課の現地監査を実施したところ、こ

ども未来課が所管する土地について、近隣住民が

私的に使用している事例が見受けられた。 

市が所有する土地は、重要な財産であることか

ら、今後、早急に近隣住民と話し合い、適切な管

理を行われたい。 

 

 

 

 

【各児童館】 

 

〇公印管理について 

天瀬児童館、大山児童館、松原児童館の公印に

ついては、令和２年３月 31 日付日田市公印規則

にて廃止することとなっていたが、現地調査にお

いて確認したところ、廃止すべき公印の廃止手続

きがなされておらず、総務課に引き継がれること

なく、中央児童館にて一括して保管されていた。 

公印については、日田市公印規則において、そ

の取扱いが定められており、適切に管守すべきも

のであるので、早急な対応を行われたい。 

【こども未来課】 

 

 

施設管理については、ご指摘をいただきました

こども未来課が所管する土地を私的に使用して

いる件であり、日田市有財産規則第 18 条により

まして、市の所有地は常にその状況を把握し、適

切に管理しなければならないことは認識してお

ります。 

当該地につきましては、児童福祉施設用地とし

て市の行政財産となっておりますことから、無断

で使用することはできない土地であります。 

今後につきましては、早急に利用者と話し合

い、行政財産の目的外使用許可の申請をしていた

だき、重要な財産であります市の所有地の適切な

管理を行ってまいります。 

 

【各児童館】 

 

 

ご指摘のありました、公印管理につきまして

は、令和２年３月３１日付日田市公印規則にて廃

止することとなっておりましたが、その後の廃止

手続きを失念し、天瀬児童館、大山児童館、松原

児童館の公印を中央児童館にて管理を続けてい

たものです。 

ご指摘を頂き、天瀬児童館、大山児童館、松原

児童館の公印につきましては、総務課に引き継ぎ

を行い、令和７年１２月２４日付で「公印廃止に

ついて（承認）」を頂きました。 

今後は、規則に基づき、速やかに処理をしてま

いります。 
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